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お知らせ

産業経済課 業グループ ☎ 27Ȃ2419

消ॺ厚真支ॺ ☎ 26Ȃ7119

町ؾݩなՈνϟϨンδ支援ूืۀࣄ

श会ߨ໋ٹのɹී௨ٸٹ

ҙをڽらしたۀ者のੵۃతなऔりΈをืूします。

େなਓを͏ٹたΊ、डߨしてΈません͔？

除ࡎの使用により、道࿏の࿏ݞやのり
໘にやࠜがແくなると、土がもΖくなり、
少しのӍでも࿏ݞが่れてしまい非ৗに
。険ですة

道࿏には、除ࡎの過度な使用をආけ
るようにお願いします。

やࠜがなくなり
土がもΖくなる

☎　ઃ課 土グループݐ 27Ȃ2451আࡎの用についͯ
আࡎを༻するࡍは、ಓ࿏の࿏ݞやのり໘のをރら͞ないΑ͏にҙしてͩ͘͞い。

対 
町内に事務所または住所を有するՈ、
業をӦΉ๏人、Ոで৫するஂମ（生産
者෦会含Ή）
ืू期ؒ
７月13日（月）～８月28日（金）

 ࣌
９月12日（土）13時30分～16時30分
 ॴ
消ॺ厚真支ॺ会ٞࣨ　（ۋ町47�２）
༰
ී通ߨ໋ٹश（応ٸ手当の基ૅࣝ、A&%を
用いた৺ഏો生๏、݂ࢭ๏、その他応ٸ手当）

ิॿ
①新ٕज़ಋ入
ิॿ３分の２以内　限度額50万円
②ൢചଅਐ・特認
ิॿ３分の２以内　限度額30万円
※①②どちらも総事業費10万円ະ満は対象外
　ただし、特認事業を除く

対者
高ߍ生以上の方・再ߨशの方
ͪ࣋
ච記用۩、印鑑
※再ߨशの方は、ී 通ߨ໋ٹशम了証をお持ちください。
ਃしࠐΈ
９月10日（）まで

ொͰは、ೕ༮ࣇɾͻとりՈఉɾॏ度৺ো者の医療අをॿしています。
医療給付αʔϏス 住民課 町民生活グループ（総合ケアセンターゆくり内）☎ 26-7871

受給者証の
区分表示

公費負担者番号の
頭文字 自己負担額

乳初 「90」「91」「92」 初診時一部負担金のみ
（医科：580円、歯科：510円）

乳課 「90」「92」 初診料を含めて１割に相当する額
上限57,600円／月（多数該当：44,400円／月）

受給者証の
区分表示

公費負担者番号の
頭文字 自己負担額

親初 「93」「94」「95」 初診時一部負担金のみ
（医科：580円、歯科：510円、柔道整復師：270円）

親課 「93」「95」
初診料を含めて１割に相当する額
入院の上限57,600円／月（多数該当：44,400円／月）
通院の上限18,000円／月（年間上限：144,000円）

受給者証の
区分表示

公費負担者番号の
頭文字 自己負担額

障初

老初
「45」「46」「47」 初診時一部負担金のみ

（医科：580円、歯科：510円、柔道整復師：270円）

障課

老課
「45」「47」

初診料を含めて１割に相当する額
入院の上限57,600円／月（多数該当：44,400円／月）
通院の上限18,000円／月（年間上限：144,000円）

ೕ ༮ ࣇ 等 医 療 අ

ͻͱりՈఉ等医療අ

ॏ度৺ো者医療අ

˔ ೕ༮ࣇ医療डڅ者証はશಓの医療ؔػͰ�
Ͱ͖ます༺
ೕ༮ࣇ等医療受給者証はฏ成30年８月１日か

ら全道の医療機ؔで使用できるようになりました。
医療機ؔ等を受診した際は、必ず保険証とҰॹに
受給者証を窓口にఏ出するようお願いします。

˔डڅ者証͕更新͞Εます
現在お持ちの各受給者証の有効期間は7月31日

（金）までです。
該当者には、新しい受給者証を7月27日	月


ごΖから送付しますので、7月31日（金）までに届
かない場合は、ご連བྷください。

対  者

対  者

対  者

対となる医療අ

対となる医療අ

対となる医療අ

０歳～খֶ生

ͻとりՈఉ（ࢠՈఉ、ࢠՈఉ）のまたはとおࢠさん（
に扶養されている20歳までの方）

・ ମো害者手帳１～３ڃを交付されている方（３ڃは内෦ো害のみ）
およͼ重度の的ো害のある方（おおΉͶ*250以下の方）

・ਫ਼ਆ保健福祉手帳１ڃの認定を受けている方（通Ӄのみ）
※65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入が必要です

０歳～ະबֶࣇ⾣入Ӄ・通Ӄ費　　খֶ生⾣入Ӄ費

入Ӄ・通Ӄ費

入Ӄ・通Ӄ費
੫の૭͕ޱ、૯߹έΞηϯλʔΏ͘りにҠసしました。

੫άルʔϓの૭ޱҠస 住民課 税務グループ　☎ 26-7871

ओなۀ
・ 町税（住民税、๏人町民税、ݻ定ࢿ産税、軽自動ं税

など）にؔすること
・町税にؔする証明書類のൃߦ
・町税・国民健康保険料の納付や収にؔすること
・り災証明書のൃߦ等にؔすること

道࿏

ຊிࣷ別
館

੨গ年
ηϯλʔ

૯߹έΞηϯλʔΏ͘り

૯߹ࢱ
ηϯλʔ

 前例のないഓ๏にઓ！　産の新な̧̥をاը！ 
厚真でこれまで作られていないしい作をഓ！など例͑…



R２.７ 2020.７9 8

令和２年度の保険料のお支払いと保険証（被保険者証）の一斉更新について
後期高齢者医療制度

北海道後期高齢者医療広域連合 ☎ 011-290-5601
住民課 町民生活グループ　☎ 26-7871

（総合ケアセンターゆくり内）

令和２年度の保険料について、７月に個別にお知らせします。

現在ご使用の保険証の有効期限が７月31日（金）をもって満了となるため、８月
以降は使用できなくなります。有効期限は１年間です。

７月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、水色の保険
証をご使用ください。紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、住民課
町民生活グループまでお申し出ください。

 保険料のお支払いが困難な場合は、住民課町民生活グループへご相談ください。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困
窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減免が受けられる場
合があります。

保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことがで
きます。口座振替を希望される方は、本人の保険証、通帳、お届け印を持参して
住民課町民生活グループへお申し出ください。口座振替に切り替わる時期は、お
申し出の時期により異なります。

税申告の際の社会保険料控除は、お支払いする方に適用されます。年金からの
お支払いの場合は本人が対象になります。

世帯の所得に応じて、次のとおり４段階の軽減があります。

この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のため
の特別措置として、所得割がかからず、制度加入から２年を経過していない期間
のみ均等割が５割軽減となります。
※ 被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康

保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。

◦軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
◦被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
◦ 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引い

た額で判定します。
◦ 令和２年度から、軽減特例の見直しにより8.5割軽減から7.75割軽減に、８割

軽減から７割軽減に変更になりました。
◦ 7.75割軽減に該当する方は、令和３年度に７割軽減へと見直される予定です。

現在ご使用の減額認定証の有効期限が７月31日（金）をもって満了となるため、
８月以降は使用できなくなります。有効期間は保険証と同じく１年間です。

引き続き交付対象に該当する方は、７月中に減額認定証を交付しますので、８
月１日（土）からは黄色の減額認定証をご使用ください。

新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、住民課
町民生活グループへ申請してください。

保険証（被保険者証）
が新しくなります

保 険 料 の 減 免

保 険 料 の
支 払 い 方 法

均 等 割 の 軽 減

被用者保険の被扶養
者だった方の軽減

減額認定証（限度額
適用・標準負担額減
額認定証）も新しく
なります

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 年間の均等割額
33万円かつ被保険者全員が所得０円

（年金収入のみの場合、受給額80万円以下） ７割軽減 15,614円
33万円 7.75割軽減 11,710円
33万円＋（28万５千円×世帯の被保険者数） ５割軽減 26,024円
33万円＋（52万円×世帯の被保険者数） ２割軽減 41,638円

区分Ⅱ…世帯全員が住民税非課税である方
区分Ⅰ…世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方

◦世帯全員の所得が０円の方（公的年金収入のみの場合、受給額が80万円以下の方）
◦老齢福祉年金を受給されている方

新しい保険証は
水色です

新しい減額認定証は
黄色です

お知らせ

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、 
介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
などの理由で国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、
介護保険料（65歳以上）の納付が困難となった方は、
申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
•対象保険料
令和２年２月１日～令和３年３月31日の納期限のも
の
•対象者（世帯）
下記①、②のいずれかに該当する者（世帯）
① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持

者が死亡、または重篤な疾病を負った場合
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生

計維持者の事業収入など（事業・不動産・山林・給
与収入）の減少が見込まれ、次のすべてに該当する
場合

〔国民健康保険料、後期高齢者医療保険料〕
・ 事業収入などいずれかの減少額が前年の当該事業収

入等の額の10分の３以上
・ 令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下
・ 令和元年中の合計所得金額のうち、事業収入等に係

る所得以外の所得の金額が400万円以下
※ 10分の３以上の減少が見込まれる事業収入等に係

る令和元年中の所得が０円以下の時は、保険料減免
の対象外です。

〔介護保険料〕
・ 事業収入などのいずれかの減少額が、前年の当該事

業収入等の額の10分の３以上
・ 令和元年中の合計所得金額のうち、事業収入等に係

る所得以外の所得の金額が400万円以下
•減免額
①全額
② 対象保険料に令和元年中の合計所得金額の区分に応

じた減免割合を乗じた額
•申請に必要なもの
申請書、被保険者証、印鑑、医師の診断書など感染し
た事実が確認できる書類の写し、収入を証明する書類
など
•受付期間
７月13日（月）～令和３年３月31日（水）
•問い合わせ
〔国民健康保険料、後期高齢者医療保険料〕
住民課 町民生活グループ　☎26-7871

（総合ケアセンターゆくり内）
〔介護保険料〕
住民課 福祉グループ　☎26-7872

（総合ケアセンターゆくり内）

特別定額給付金
世帯構成員１人につき10万円を支給する「特別定額

給付金」の申請を受け付けています。申請がお済みで
ない方は、お早めに手続きをお願いします。
•対象
令和２年４月27日に厚真町の住民基本台帳に記録され
ている方
•給付額
１人につき10万円（世帯ごとに給付）
•受付期間
７月31日（金）まで
•申請方法
① 郵送申請（各世帯に届いた申請書と添付書類を返信

用封筒で郵送）
②オンライン申請（マイナポータル）
③窓口申請
•問い合わせ
住民課 福祉グループ　☎26-7872

（総合ケアセンターゆくり内）

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」
の詐取にご注意ください！

町や総務省などが、次の依頼をすることは絶対に
ありません。
・現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること
・手数料の振り込みを求めること
・ メールを送り、URLをクリックして申請手続きを

求めること

「あやしいな？」と思ったら
消費者ホットライン　☎１８８（局番なし）
厚真駐在所　☎27-2510
上厚真駐在所　☎28-2014
産業経済課 経済グループ　☎27-2486

第20回あつまリンピック（第55回町民体育祭）
８月23日（日）
会場：かしわ公園野球場

町敬老会
９月下旬
会場：総合福祉センター

令和２年度高齢者大学
会場：総合福祉センターなど

イベント等の中止

給付金の詐欺にご注意ください

新型コロナウイルス感染症に関する

支 援 情 報




